
動物の購入にあたって

▶ 動物（哺乳類・鳥類・爬虫類）の販売は、動物愛護管理法に基づき、都道府県等に登
　 録された動物取扱業者（9月より第一種動物取扱業者）以外することができません。
　 動物の購入に当たっては、販売先が動物取扱業者かどうかを確認しましょう。

▶ 改正動物愛護管理法により、動物取扱業者は、動物の販売に際して、あらかじめ、
　 動物の現在の状況を直接見せること（現物確認）及び対面でその動物を適切に飼
　 うために必要な情報を説明すること（対面説明）が義務付けられます。
　 動物を飼う前には、しっかりその動物を自分の目で確認し、販売業者から、その動
　 物の病歴、飼い方や不妊去勢に関すること、寿命等の説明を受け、最後まで責任を
　 持って飼える場合にのみ、その動物を購入するようにしましょう。

▶ 犬及び猫については、生後56日（平成28年8月31日までは45日、それ以降別に
　 法律で定めるまでの間は49日）を経過しない場合の販売等が禁止されます。子犬・
　 子猫は可愛いですが、生後一定期間は親兄弟と一緒に過ごさないと、吠え癖や咬
　 み癖などが強まったり攻撃的になったりといった問題行動を起こす可能性が高
　 まることが指摘されています。購入前に、生年月日を確認して、一定期間親兄弟と
　 過ごしているかを確認しましょう。
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現物確認・対面説明の義務化

56日齢規制

動物を飼う前には
しっかりその動物を
自分の目で確認

● 性別や生年月日
● 寿命や大きさ
● 餌や水のやり方
● かかりやすい病気の種類
　 不妊・去勢の方法
など18項目

販売業者が説明
しなければならない事項


